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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　試験タイヤを対象とするタイヤ試験を行うタイヤ試験装置であって、
　タイヤ試験により取得された測定値群から異常値を判別する異常値判別手段を含み、且
つ、
　前記タイヤ試験が回転速度を試験水準とすると共に振幅あるいは位相を測定値とするユ
ニフォーミティ試験であるときに、
　異常値判別手段は、複数の前記試験水準下にて取得された前記測定値群に基づいて前記
試験水準と測定値との相関を示す予備的な初期回帰式を算出し、前記測定値群と前記初期
回帰式から算出される回帰値との差に基づいて標準偏差を算出すると共に、前記標準偏差
が所定の許容範囲外にある測定値を異常値と判断することを特徴とするタイヤ試験装置。
【請求項２】
　一の試験水準に対して複数の測定値が取得される場合には、
　前記異常値判別手段が、複数の前記試験水準毎に前記測定値の標準偏差を算出すると共
に当該標準偏差が所定の許容範囲にある測定値に基づいて前記初期回帰式を算出する請求
項１に記載のタイヤ試験装置。 
【請求項３】
　前記測定値と前記初期回帰式からの回帰値との差に基づいて算出される前記標準偏差の
許容範囲に対して前記試験水準毎に重み付けが行われ、当該標準偏差に基づいて前記異常
値の判別が行われる請求項１または２に記載のタイヤ試験装置。 
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【請求項４】
　前記異常値が排除された測定値群に基づいて最終的な回帰式（以下、最終回帰式という
。）が算出されると共に、この最終回帰式に基づいてタイヤ試験の試験結果にかかる評価
が行われる請求項１～３のいずれか一つに記載のタイヤ試験装置。 
【請求項５】
　タイヤ試験機および試験タイヤの異常を診断する異常診断手段を有し、且つ、
　前記異常診断手段は、蓄積された既存の測定値群に基づいて前記初期回帰式および前記
標準偏差の算出ならびに前記異常値の判断を行うと共に前記異常値が排除された既存の測
定値群に基づいて最終的な回帰式（以下、最終回帰式という。）を算出し、異常診断の対
象となる複数の試験タイヤについて新規に取得された測定値群と前記最終回帰式から算出
される回帰値との差に基づいて標準偏差（以下、対象標準偏差という。）を算出し、（１
）複数の前記試験タイヤにかかる前記対象標準偏差群のうちの所定数以上が所定の許容範
囲外にある場合にはタイヤ試験装置が異常であると判断し、（２）前記対象標準偏差群の
うちの所定数未満が所定の許容範囲外にある場合には試験タイヤが異常であると判断する
請求項１～３のいずれか一つに記載のタイヤ試験装置。 
【請求項６】
　試験タイヤを対象とするタイヤ試験を行うタイヤ試験方法であって、
　タイヤ試験により取得された測定値群から異常値を判別する異常値判別ステップを含み
、且つ、
　前記タイヤ試験が回転速度を試験水準とすると共に振幅あるいは位相を測定値とするユ
ニフォーミティ試験であるときに、
　前記異常値判別ステップでは、複数の試験水準下にて取得された前記測定値群に基づい
て前記試験水準と測定値との相関を示す予備的な初期回帰式が算出され、前記測定値群と
前記初期回帰式から算出される回帰値との差に基づいて標準偏差が算出されると共に、前
記標準偏差が所定の許容範囲外にある測定値が異常値と判断されることを特徴とするタイ
ヤ試験方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、タイヤ試験装置およびタイヤ試験方法に関し、さらに詳しくは、タイヤ試
験における測定値の異常を排除することにより高精度な試験結果が得られるタイヤ試験装
置およびタイヤ試験方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　転がり抵抗やユニフォミティ等に関するタイヤ試験では、試験結果として得られる測定
値にバラツキや誤差などの異常が存在する。したがって、高精度な試験結果を得るために
は、かかる測定値の異常の影響を排除すべき必要がある。
【０００３】
　かかる課題において、従来のタイヤ試験装置には、特許文献１に記載される技術が知ら
れている。従来のタイヤ試験装置（タイヤ用試験機の精度維持方法）では、複数本のマス
タータイヤを継続的に測定し、これらの測定データの経時変化から試験機の精度調整を実
施することを特徴とする。
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－１５０８９４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　この発明は、タイヤ試験における測定値の異常を排除することにより高精度な試験結果
が得られるタイヤ試験装置およびタイヤ試験方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　上記目的を達成するため、この発明にかかるタイヤ試験装置は、試験タイヤを対象とす
るタイヤ試験を行うタイヤ試験装置であって、タイヤ試験により取得された測定値群から
異常値を判別する異常値判別手段を含み、且つ、前記タイヤ試験が回転速度を試験水準と
すると共に振幅あるいは位相を測定値とするユニフォーミティ試験であるときに、異常値
判別手段は、複数の前記試験水準下にて取得された前記測定値群に基づいて前記試験水準
と測定値との相関を示す予備的な初期回帰式を算出し、前記測定値群と前記初期回帰式か
ら算出される回帰値との差に基づいて標準偏差を算出すると共に、前記標準偏差が所定の
許容範囲外にある測定値を異常値と判断することを特徴とする。
【０００７】
　このタイヤ試験装置では、複数の試験水準下にて取得された測定値群に基づいて初期回
帰式が算出されて標準偏差が算出され、この標準偏差と所定の許容範囲との比較により、
測定値の以上が判断される。これにより、一定の基準に基づいて異常値が測定値群から的
確に排除されるので、試験結果の高精度化が実現されてタイヤ試験の信頼性が向上する利
点がある。
【０００８】
　また、この発明にかかるタイヤ試験装置は、一の試験水準に対して複数の測定値が取得
される場合には、前記異常値判別手段が、複数の前記試験水準毎に前記測定値の標準偏差
を算出すると共に当該標準偏差が所定の許容範囲にある測定値に基づいて前記初期回帰式
を算出する。
【０００９】
　このタイヤ試験装置では、一の試験水準に対して複数の測定値が取得される場合に、複
数の試験水準毎に測定値の標準偏差が算出されると共にこの標準偏差が所定の許容範囲に
ある測定値に基づいて初期回帰式が算出されるので、初期回帰式の算出段階にて測定値に
含まれる異常値が予備的に排除される。これにより、より適切な最終採用値が採用される
ので、より高精度な試験結果が取得される利点がある。
【００１０】
　また、この発明にかかるタイヤ試験装置は、前記測定値と前記初期回帰式からの回帰値
との差に基づいて算出される前記標準偏差の許容範囲に対して前記試験水準毎に重み付け
が行われ、当該標準偏差に基づいて前記異常値の判別が行われる。
【００１１】
　このタイヤ試験装置では、標準偏差の許容範囲に対して各試験水準毎に重み付けが行わ
れ、かかる標準偏差に基づいて異常値の判別が行われるので、測定値のバラつき等が考慮
された高精度な試験結果が得られる利点がある。
【００１２】
　また、この発明にかかるタイヤ試験装置は、前記異常値が排除された測定値群に基づい
て最終的な回帰式（以下、最終回帰式という。）が算出されると共に、この最終回帰式に
基づいてタイヤ試験の試験結果にかかる評価が行われる。
【００１３】
　このタイヤ試験装置では、異常値を含まない測定値群から算出された最終回帰式により
試験結果の評価が行われるので、より適正かつ的確な試験結果の評価が得られる利点があ
る。
【００１４】
　また、この発明にかかるタイヤ試験装置は、タイヤ試験機および試験タイヤの異常を診
断する異常診断手段を有し、且つ、前記異常診断手段は、蓄積された既存の測定値群に基
づいて前記初期回帰式および前記標準偏差の算出ならびに前記異常値の判断を行うと共に
前記異常値が排除された既存の測定値群に基づいて最終的な回帰式（以下、最終回帰式と
いう。）を算出し、異常診断の対象となる複数の試験タイヤについて新規に取得された測
定値群と前記最終回帰式から算出される回帰値との差に基づいて標準偏差（以下、対象標
準偏差という。）を算出し、（１）複数の前記試験タイヤにかかる前記対象標準偏差群の
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うちの所定数以上が所定の許容範囲外にある場合にはタイヤ試験装置が異常であると判断
し、（２）前記対象標準偏差群のうちの所定数未満が所定の許容範囲外にある場合には試
験タイヤが異常であると判断する。
【００１５】
　このタイヤ試験装置では、蓄積された既存の測定値群（過去のデータ）について初期回
帰式を用いた異常値判別処理が行われ、異常値が排除された既存の測定値群に基づいて最
終回帰式が算出される。そして、異常診断の対象となる複数の試験タイヤについて新規に
取得された測定値群と最終回帰式から算出される回帰値との差に基づいて標準偏差が算出
され、この標準偏差と所定の許容範囲との比較により、タイヤ試験装置および試験タイヤ
の異常診断が行われる。かかる構成では、異常値が排除された高精度な既存の測定値群（
最終回帰式）と、診断対象であるタイヤ試験の試験結果（新規な測定値群）とが一定の手
法により比較されて、タイヤ試験装置および対象タイヤの異常診断が行われる。これによ
り、適正かつ的確な異常診断結果が得られる利点がある。
【００１６】
　また、この発明にかかるタイヤ試験方法は、試験タイヤを対象とするタイヤ試験を行う
タイヤ試験方法であって、タイヤ試験により取得された測定値群から異常値を判別する異
常値判別ステップを含み、且つ、前記タイヤ試験が回転速度を試験水準とすると共に振幅
あるいは位相を測定値とするユニフォーミティ試験であるときに、前記異常値判別ステッ
プでは、複数の試験水準下にて取得された前記測定値群に基づいて前記試験水準と測定値
との相関を示す予備的な初期回帰式が算出され、前記測定値群と前記初期回帰式から算出
される回帰値との差に基づいて標準偏差が算出されると共に、前記標準偏差が所定の許容
範囲外にある測定値が異常値と判断されることを特徴とする。
【００１７】
　このタイヤ試験方法では、複数の試験水準下にて取得された測定値群に基づいて初期回
帰式が算出されて標準偏差が算出され、この標準偏差と所定の許容範囲との比較により、
測定値の以上が判断される。これにより、一定の基準に基づいて異常値が測定値群から的
確に排除されるので、試験結果の高精度化が実現されてタイヤ試験の信頼性が向上する利
点がある。
【発明の効果】
【００１８】
　この発明にかかるタイヤ試験装置では、複数の試験水準下にて取得された測定値群に基
づいて初期回帰式が算出されて標準偏差が算出され、この標準偏差と所定の許容範囲との
比較により、測定値の以上が判断されるので、一定の基準に基づいて異常値が測定値群か
ら的確に排除され、試験結果の高精度化が実現されてタイヤ試験の信頼性が向上する利点
がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、この発明につき図面を参照しつつ詳細に説明する。なお、この実施例によりこの
発明が限定されるものではない。また、この実施例の構成要素には、当業者が置換可能か
つ容易なもの、或いは実質的同一のものが含まれる。また、この実施例に記載された複数
の変形例は、当業者自明の範囲内にて任意に組み合わせが可能である。
【実施例】
【００２０】
　図１～図４は、この発明の実施例にかかるタイヤ試験装置の作用を示すフローチャート
（図１および図４）ならびに説明図（図２および図３）である。図５～図８は、タイヤ試
験装置の適用例１を示す説明図である。図９および図１０は、タイヤ試験装置の適用例２
を示すフローチャート（図９）および説明図（図１０）である。
【００２１】
　このタイヤ試験装置（図示省略）は、公知の試験手段により、試験タイヤ（マスタータ
イヤあるいは製品タイヤ）を対象とする試験（以下、タイヤ試験をいう。）を行い得る。
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また、タイヤ試験装置は、タイヤ試験により試験結果として取得された複数の測定値（以
下、測定値群という。）から不適正な測定値（以下、異常値という。）を判別する異常値
判別手段（図示省略）を有する。この異常値判別手段は、例えば、タイヤ試験装置に接続
されたＰＣ（personal computer）により構成される。なお、タイヤ試験には、例えば、
タイヤの転がり抵抗やユニフォミティなどの測定試験が含まれる。
【００２２】
　このタイヤ試験装置では、以下のように異常値の判別処理が行われる（図１～図３参照
）。まず、試験タイヤに対して複数の試験水準Ｌ１～Ｌ３下にてタイヤ試験が行われ、試
験結果として各試験水準Ｌ１～Ｌ３に対応した測定値群が取得される（ＳＴ１１）。例え
ば、タイヤ試験がタイヤのユニフォミティ試験である場合には、タイヤの回転数（試験水
準Ｌ１～Ｌ３）に応じた測定値がそれぞれ取得される（図５～図８参照）。
【００２３】
　次に、取得された測定値群に基づいて予備的な回帰式ｙ1（以下、初期回帰式ｙ1という
。）が算出される（ＳＴ１２）。この初期回帰式ｙ1は、例えば、線形近似、多項式近似
、相対近似、指数近似などにより算出される。
【００２４】
　次に、初期回帰式ｙ1から回帰値が算出され、この回帰値と測定値との差に基づいて平
均値および標準偏差が算出される（ＳＴ１３）。そして、この標準偏差が所定の許容範囲
にある測定値が、最終的な採用値（以下、最終採用値という。）として採用（選択）され
る（ＳＴ１４）。一方、最終採用値として採用されなかった測定値が異常値と判断されて
試験結果から除外される。なお、この実施例１では、標準偏差の許容範囲が±１σに設定
されて、最終採用値が選択される。ただし、かかる標準偏差の許容範囲は適用されるタイ
ヤ試験に応じて適宜変更され得る。
【００２５】
　次に、複数の最終採用値から成る測定値群に基づいて最終的な回帰式ｙ2（以下、最終
回帰式ｙ2という。）が算出され（ＳＴ１５）、この最終回帰式ｙ2が用いられて試験結果
の後続処理が行われる。これにより、測定値の異常（バラツキや誤差）が排除されて、試
験結果の高精度化が実現される。
【００２６】
［効果］
　このタイヤ試験装置では、複数の試験水準Ｌ１～Ｌ３下にて取得された測定値群に基づ
いて予備的な回帰式ｙ1（以下、初期回帰式という。）が算出され、測定値群と初期回帰
式ｙ1から算出される回帰値との差に基づいて標準偏差が算出されると共に、この標準偏
差が所定の許容範囲外にある測定値が異常値と判断される。かかる構成では、一定の基準
に基づいて異常値が測定値群から的確に排除されるので、試験結果の高精度化が実現され
てタイヤ試験の信頼性が向上する利点がある。
【００２７】
［付加事項１］
　なお、このタイヤ試験装置では、例えば、同一の試験タイヤに対して複数回のタイヤ試
験が行われ、あるいは、複数の試験タイヤに対してタイヤ試験がそれぞれ行われることに
より、一の試験水準Ｌに対して複数の測定値が取得される場合がある（図２参照）。かか
る場合には、以下のように初期回帰式ｙ1が算出されることが好ましい（図３参照）。
【００２８】
　まず、取得された複数の測定値に基づいて、各試験水準Ｌ１～Ｌ３毎に測定値の平均値
および標準偏差が算出される（ＳＴ１２１）。そして、この標準偏差が所定の許容範囲に
ある測定値が初期的な採用値（以下、初期採用値という。）として採用される（ＳＴ１２
２）。そして、各試験水準Ｌ１～Ｌ３の初期採用値に基づいて、初期回帰式ｙ1が算出さ
れる（ＳＴ１２３）。なお、この実施例１では、標準偏差の許容範囲が±１σに設定され
て、初期採用値が選択される。ただし、かかる標準偏差の許容範囲は適用されるタイヤ試
験に応じて適宜変更され得る。
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【００２９】
　かかる構成では、初期回帰式ｙ1の算出段階にて測定値に含まれる異常値が予備的に排
除されるので、より適切な最終採用値が採用される。これにより、より高精度な試験結果
が取得される利点がある。
【００３０】
［付加事項２］
　また、このタイヤ試験装置では、測定値と初期回帰式ｙ1からの回帰値との差に基づい
て算出される標準偏差の許容範囲に対して各試験水準Ｌ１～Ｌ３毎に重み付けが行われ、
かかる標準偏差に基づいて異常値の判別（最終採用値の選択）が行われることが好ましい
（図４参照）。したがって、異常値の判別にあたり、標準偏差の許容範囲が各試験水準Ｌ
１～Ｌ３間にて相異しても良い。かかる重み付けは、測定値のバラつき等を考慮しつつタ
イヤ試験に応じて適宜行われる。これにより、より高精度な試験結果が得られる利点があ
る。
【００３１】
［適用例１］
　また、このタイヤ試験装置は、公知のタイヤ試験に対して当業者自明の範囲内にて任意
に適用され得る。ここでは、一例として、高速ユニフォミティの測定試験を採り上げて説
明する。
【００３２】
　高速ユニフォミティは、製品タイヤの基本特性であり、例えば、車体とタイヤとのマッ
チングデータの検証にあたり利用される。高速ユニフォミティの測定試験では、高速ユニ
フォミティの一次成分に関して残留アンバランスの影響が存在するため、高速ユニフォミ
ティとは別に残留アンバランスの測定が行われる。かかる残留アンバランスは、タイヤを
無負荷状態としつつ目標速度以上から惰性で回転させて測定される。そして、高速ユニフ
ォミティの測定値から残留アンバランスの測定値を差し引いたデータに基づいて、高速ユ
ニフォミティの評価が行われる。
【００３３】
　ここで、このタイヤ試験装置では、上記の残留アンバランスの測定にあたり、測定値の
異常が判別される（図１および図５～図８参照）。測定値の異常判別ステップでは、まず
、所定の試験条件下にて残留アンバランスが測定されて、各回転数（試験水準）に対応す
る測定値がそれぞれ取得される（ＳＴ１１）。かかる測定値群は、例えば、ＲＦＶの一次
成分にかかる振幅および位相（図５および図６参照）、並びに、ＴＦＶの一次成分にかか
る振幅および位相（図７および図８参照）の試験結果について取得される。
【００３４】
　次に、取得された測定値群に基づいて初期回帰式ｙ1が算出される（ＳＴ１２）。この
初期回帰式ｙ1は、各試験結果についてそれぞれ算出される。また、振幅に関する試験結
果では、初期回帰式ｙ1が二次曲線により近似され、位相に関する試験結果では、初期回
帰式ｙ1が直線により近似される。
【００３５】
　次に、初期回帰式ｙ1から回帰値が算出され、この回帰値と測定値との差に基づいて平
均値および標準偏差が算出される（ＳＴ１３）。そして、この標準偏差が所定の許容範囲
にある測定値が、最終採用値として選択される（ＳＴ１４）。一方、最終採用値として採
用されなかった測定値は、異常値と判断されて試験結果から除外される。なお、この高速
ユニフォミティの測定試験では、標準偏差の許容範囲が、振幅および位相のいずれの試験
結果においても±１σである。ただし、標準偏差の許容範囲は、試験条件などに応じて適
宜変更されることが好ましい。
【００３６】
　次に、複数の最終採用値から成る（異常値が排除された）測定値群に基づいて最終回帰
式ｙ2が算出され（ＳＴ１５）、この最終回帰式ｙ2から残留アンバランスのベクトル成分
が算出される。そして、高速ユニフォミティの測定値と残留アンバランスとのベクトル成
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分の差が算出されて、高速ユニフォミティの評価が行われる。
【００３７】
　上記のように、この適用例１にかかるタイヤ試験装置では、異常値が排除された測定値
群に基づいて最終回帰式ｙ2が算出されると共に、この最終回帰式ｙ2に基づいてタイヤ試
験の試験結果にかかる評価（高速ユニフォミティの評価）が行われるので、一定の手法に
より選択された高精度な測定値群に基づいて、タイヤ試験の試験結果にかかる評価が行わ
れる。これにより、適正かつ的確な試験結果の評価が得られる利点がある。
【００３８】
［適用例２］
　また、このタイヤ試験装置は、タイヤ試験装置自身の故障や試験タイヤの異常を診断す
る異常診断手段を有する（図示省略）。タイヤ試験装置および試験タイヤの異常判断は、
以下のように行われる（図９および図１０参照）。
【００３９】
　まず、過去のタイヤ試験により蓄積された測定値群（既存の測定値群）が取得される（
ＳＴ２１）。この測定値群は、例えば、過去の試験結果が蓄積されたデータベース（図示
省略）から読み込まれて取得される。この適用例２では、過去の第１回～第７０回までの
タイヤ試験における測定値群が試験回数（試験水準）に関連付けられてデータベースに蓄
積されており、この測定群がタイヤ試験装置に読み込まれる。なお、この測定値群は、マ
スタータイヤを試験対象とした転がり抵抗の試験結果である。
【００４０】
　次に、取得された既存の測定値群に基づいて初期回帰式ｙ1が算出される（ＳＴ２２）
。この初期回帰式ｙ1は、すべての試験回数における測定値の平均値Ａ1から成る直線であ
る。そして、この初期回帰式ｙ1から回帰値が算出され、この回帰値と測定値との差に基
づいて各測定値の標準偏差Ｄ1が算出される（ＳＴ２３）。
【００４１】
　次に、この標準偏差Ｄ1が所定の許容範囲にある測定値が最終採用値として選択される
（ＳＴ２４）。一方、最終採用値として採用されなかった測定値が異常値と判断されて試
験結果から除外される。これにより、最終採用値から成る（異常値が排除された）測定値
群により試験結果が構成される。なお、この適用例２では、標準偏差Ｄ1の許容範囲が±
１σに設定される。ただし、この標準偏差Ｄ1の許容範囲は、試験条件などに応じて適宜
設定変更されることが好ましい。
【００４２】
　次に、複数の最終採用値から成る測定値群に基づいて最終回帰式ｙ2が算出される（Ｓ
Ｔ２５）。この最終回帰式ｙ2は、すべての最終採用値の平均値Ａ2から成る直線である。
【００４３】
　次に、異常診断の対象となる複数の試験タイヤについて新規にタイヤ試験が行われ、各
試験タイヤについて新規な測定値Ｒ1～Ｒ3がそれぞれ取得される（ＳＴ２６）。そして、
この新規な測定値群Ｒ1～Ｒ3と最終回帰式ｙ2から算出された回帰値との差に基づいて標
準偏差（以下、対象標準偏差という。）Ｄ2が算出される（ＳＴ２７）。タイヤ試験装置
および試験タイヤの異常診断ステップでは、かかる新規な測定値群Ｒ1～Ｒ3の対象標準偏
差Ｄ2が用いられる。
【００４４】
　異常診断ステップでは、新規な測定値群Ｒ1～Ｒ3の対象標準偏差Ｄ2が所定の許容範囲
内にあるか否かがそれぞれ判断され、その結果に基づいてタイヤ試験装置および試験タイ
ヤの異常が判断される（ＳＴ２８）。なお、この適用例２では、対象標準偏差Ｄ2の許容
範囲が±３σに設定される。ただし、対象標準偏差Ｄ2の許容範囲は、適宜設定変更され
ることが好ましい。
【００４５】
　まず、新規な測定値Ｒ1～Ｒ3のすべての対象標準偏差Ｄ2が所定の許容範囲内（±３σ
以内）にある場合には、タイヤ試験装置および試験タイヤの双方が正常であると判断され
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る（ＳＴ２９１）。次に、（１）これらの対象標準偏差Ｄ2のうちの所定数未満（例えば
、一の対象標準偏差Ｄ2のみ）が許容範囲外にある（許容範囲内にない）場合には、タイ
ヤ試験装置が正常であり、試験タイヤが異常（故障）であると判断される（ＳＴ２９２）
。一方、（２）これらの対象標準偏差Ｄ2のうちの所定数以上（例えば、複数の対象標準
偏差Ｄ2）が許容範囲外にある場合には、タイヤ試験装置が異常（故障）であり、試験タ
イヤが正常であると判断される（ＳＴ２９３）。
【００４６】
　上記のように、この適用例２にかかるタイヤ試験装置では、蓄積された既存の測定値群
（過去のデータ）について初期回帰式を用いた異常値判別処理が行われ、異常値が排除さ
れた既存の測定値群に基づいて最終回帰式が算出される。そして、異常診断の対象となる
複数の試験タイヤについて新規に取得された測定値群と最終回帰式から算出される回帰値
との差に基づいて標準偏差が算出され、この標準偏差と所定の許容範囲との比較により、
タイヤ試験装置および試験タイヤの異常診断が行われる。
【００４７】
　かかる構成では、異常値が排除された高精度な既存の測定値群（最終回帰式）と、診断
対象であるタイヤ試験の試験結果（新規な測定値群）とが一定の手法により比較されて、
タイヤ試験装置および対象タイヤの異常診断が行われる。これにより、適正かつ的確な異
常診断結果が得られる利点がある。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　以上のように、本発明にかかるタイヤ試験装置およびタイヤ試験方法は、タイヤ試験に
おける測定値の異常を排除することにより高精度な試験結果が得られる点で有用である。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】この発明の実施例にかかるタイヤ試験装置の作用を示すフローチャートである。
【図２】この発明の実施例にかかるタイヤ試験装置の作用を示す説明図である。
【図３】この発明の実施例にかかるタイヤ試験装置の作用を示す説明図である。
【図４】この発明の実施例にかかるタイヤ試験装置の作用を示すフローチャートである。
【図５】タイヤ試験装置の適用例１を示す説明図である。
【図６】タイヤ試験装置の適用例１を示す説明図である。
【図７】タイヤ試験装置の適用例１を示す説明図である。
【図８】タイヤ試験装置の適用例１を示す説明図である。
【図９】タイヤ試験装置の適用例２を示すフローチャートである。
【図１０】タイヤ試験装置の適用例２を示す説明図である。
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